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第１章 _目指す子ども像と３つの姿 

 

 
 
 
本市では、先人たちが歴史の重なりの中で培われてきた京都の多様な強みを生かし、絶えず新たな創造

を行い、社会を発展させ、生活の豊かさを増してきた。数ある強みの中でも、伝統や文化は次なる時代の
新たな創造の基盤となるものであり、その価値を理解し、学び、受け継いでいくことが欠かせない。 
伝統や文化を学ぶことは、過去から受け継がれてきた技術、成功や失敗から得られた教訓、多様な人が

交わることで形成されてきた価値観や精神性等を知り、そのよさを感じ、伝統や文化と自身との重なりや
つながりを思う中で、自分のよさや可能性を発見・認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在とし
て尊重し、豊かな人間性を築き上げることができる、社会の中でよりよく生きる力を養うものである。 
そして、「生きる力」を育むことは、複雑化する社会の中で、子どもたちが地域社会のみならず国際社会

の一員として、数多のつながりを紡ぎ、変化を乗り越え、自らの人生を切り拓いていくことに結びつく、
私たちが担う教育の重要な使命である。 
こうした使命のため、私たちは「伝統や文化に学び、次代と自らの未来を創造する子ども」を目指す子

ども像として掲げ、誰一人取り残さず、市民ぐるみ、地域ぐるみで「一人一人の子どもを徹底的に大切に
する」教育を一層推進し、子どもたちの多様な個性を最大限に生かし、よりよい未来社会を共に創り上げ
ていく。  
京都市の目指す子ども像 ３つの姿 

１．広い視野と豊かな感性を持ち、よりよい人生やウェルビーイングな社会を創造できる 
本市では、「世界文化自由都市」をあらゆる政策の最上位の理念として位置づけている。「世界文化自由

都市」とは、広く世界と交わることによって優れた文化を創造し続ける都市であり、そのために、全世界
の人々が様々な立場の違いを超え、平和のうちに、自由に集い、自由な文化交流を行う都市である。近年、
様々な個性や特徴、背景を有する子どもの増加や内なる国際化により多様性の包摂の重要性が指摘される
中、ＳＮＳや生成ＡＩの負の側面による社会の分断も懸念される。そうした状況の下、自然と共生する美
意識や価値観、社会の中の循環やつながり、人と人との絆など、今も本市の暮らしの中に息づく精神性や
行動様式への理解を深め、その発信とともに、「世界の文化首都」として文化の継承・発展の担い手の育成
を目指す取組の重要性が高まっている。 
こうした中、長年にわたり育まれてきた市民力、地域力、文化力を生かした伝統文化教育や環境教育、

食育、自然体験活動等を通じ、広い視野を持ち、豊かな感性を働かせながら、自分らしい、よりよい生き
方・人生を探究し、個人だけでなく周囲や地域も幸せや豊かさを実感できる持続可能でウェルビーイング
な社会を多様な他者と協働して創造する子どもを育成する。 

２．様々な学びを生かし、社会的・職業的自立を果たすことができる 
子どもたちが、様々な社会参画の機会を通じて、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通し、生涯に

わたり学び続け、多様な個性を伸ばしながら、よりよい人生や社会の創り手となるため、全ての学校園で
自己成長を促すことが大切である。 
そのために、本市ならではの「生き方探究（キャリア）教育」の実践を通じて、「人とともに社会を生

きる力」「自分を知り、律する力」「課題を見付け、解決する力」「夢や希望をつくりあげる力」「情報
及び情報技術を適切かつ効果的に活用する力」を一体的に培い、社会や家庭の中で自分の役割を果たしな
がら、自分らしい生き方を探究する子どもを育成する。 
 
３．多様な他者と共に生き、学び合い、人権文化の担い手となることができる 
子どもたちが「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」の重要性を理解するとともに、そ

れを態度や行動に表し、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるよう、全ての学校園で「世
界人権宣言」やSDGsの「誰一人取り残さない」という理念等も踏まえ、人権が尊重される風土を意図的
に創り出すことが大切である。そのうえで、あらゆる教育活動において、様々な事柄を多様な視点で捉え、
対話を通じて子どもが共に「学び合う」ことを人権教育の基盤とし、正義感や公正さを重んじる心を持ち、
自尊感情を高め、多様な価値観を互いに尊重し、共に助け合うことの大切さを育み、人権という普遍的文
化の担い手となる子どもを育成する。 

「伝統や文化に学び、次代と自らの未来を創造する子ども」 

第１章 目指す子ども像と３つの姿 

京都市の 
目指す子ども像 
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第２章＿全教職員で進める学校園づくり_５つの柱 

『いのち』～子どもの命を守りきる～  
① 子どもが自らの命を断とうとすること、また、学校事故等により子どもの命が失われることや重度な
負傷や後遺症が残ることがあってはならない。子どもの命を守りきる使命を深く自覚し、「自分と他者
の命、すなわち自分と他者の心と体を大切にする子どもを育成できているか」、「子どもの内面から発せ
られる様々な表情や声に目を向け、耳を傾けられているか」という原点に全教職員が常に立ち返り、家
庭・地域等と連携しながら、学校が子どもにとって安心して生き生きと活動できる場となるための教育
活動・学校運営に徹する。 

② 人間の尊厳を否定する行為であり、絶対に許されない、体罰、性暴力、スクールハラスメント等を根
絶するため、全教職員が常に子どもと自らの関わり方を見つめ直し、組織的な取組を徹底し、子どもが
安心して学べる環境を確保する。 

③ 全教職員が教育活動に内在する危険を理解し、学校施設等の定期的な点検と日常の気づきを通じた危
険の早期発見に努め、事故の発生を防ぐ。また、事故の未然防止と緊急時の対応に適切に取り組めるよ
う構築された仕組みである「HANAモデル」も踏まえ、日頃から実地を含めた訓練や研修を行うことで、
万一事故が発生した際に適切な救護措置をとることのできる組織体制を構築する１。また、学校が地域
防災の拠点となることも意識し、「危機管理マニュアル」が現状に適したものになっているかを点検・改
善するとともに、緊急時の保護者への連絡・引渡し体制の確認や迅速かつ的確な情報収集と発信を徹底
する。 

④ いじめは、命に関わる深刻な影響を子どもに及ぼすものであり、いつでも、どの学校でも、どの子に
も起こりうるという危機意識を持ち、早期発見につながるSOSを出しやすい風土の醸成やいじめ把握時
の組織的・迅速・正確な実態把握、いじめに関わる全ての子どもへのケア等、「京都市いじめの防止等
に関する条例」「京都市いじめの防止等取組指針」及び各学校において定める「学校いじめの防止等基
本方針」に基づき、各学校に設置しているいじめ対策委員会が中心となり、家庭・地域と連携した迅速
かつ適切な対応と再発の防止に向けた取組を行う。 
さらに、いじめ防止対策推進法が定めるいじめの重大事態については、いじめによる重大な被害等の

疑いの段階から動き出すことが求められており、全教職員がいじめに係る法令や基本方針、重大事態の
ガイドライン等の理解に努めるなど、平時から実効的な取組を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 児童虐待について、教職員は発見しやすい立場であることを自覚し、虐待と疑われる事案に気づいた
際には、速やかに組織として対応し、児童相談所に通告する２。 

⑥ インターネット上での誹謗中傷やいじめ、個人情報の流出、有害情報へのアクセスは、命に関わる事
案に直結しうるものであり、家庭や地域・関係機関と連携しながら、自身が加害者にも被害者にもなり
うることを子どもにしっかりと認識させる３。 

⑦ 学校教育全体を通して防災教育を展開し、災害に関する知識の習得を図るとともに、危険に際して自
らの命を守り抜くため主体的に行動する態度を育成する。また、子ども自身が災害時に復旧、復興を支
えるための支援者となる視点から、地域の一員として地域の防災・避難訓練等への積極的な参加を促進
し、安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高める取組を推進する４。 

 
 

 

 

 
1 HANA モデル ２学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き ３デジタル・シティズンシップ教育の手引 

４京都市防災教育スタンダード、京都市立学校防災マニュアル作成指針 

＜いじめ防止対策推進法（平成 25 年 9 月 28 日施行）＞ 
○重大事態への対処（第 28 条） 
 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事
態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用そ
の他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその
保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報
の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。 

第２章 全教職員で進める学校園づくり ５つの柱 
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『よりそい』～多様な子どもが誰一人取り残されない教育を進める～ 

① 子ども一人一人がかけがえのない存在であるとの前提に立ち、全ての子どもが多様な能力や個性を
生かし、社会の中で活躍できる可能性を広げられるよう、学校が家庭・地域等と連携しながら、一人一
人に丁寧に寄り添った行動を徹底し、個に応じた適切な配慮や支援を充実していく。また、新型コロナ
ウイルス感染症による様々な行動制限等は、子どもたちの心身に一定の影響を与え、現在もその影響
が続いていると考えられることから、引き続き、そうした事情を考慮しながら、一人一人の状況に沿っ
た対応を組織的に行う。 

② 子どもの人権が常に保障され、どの子どもにとっても安心して自分らしく生き生きと活動できるよ
う、学力向上や生徒指導、病弱・身体虚弱や障害のある子どもへの支援、LGBTQへの理解５等の具体
的な取組について、人権教育の４つの視点※も踏まえ、ユニバーサルデザインチェック表やヒントブッ
ク等も参照して見直しを図り、校種間連携・接続や教職員の連携の中で継続的・組織的に進める６。 

※ 1.人権としての教育 2.人権を通しての教育 3.人権についての教育 4.人権のための教育 

③ 問題行動や不登校等の要因には家庭環境や人間関係などから生じる様々な「困り」があることを理
解する。そのうえで、初期対応が重要であることから、ささいな兆候や懸念であっても、気になる点や
気づきがあった時に、個人で抱え込まず、児童生徒に関する家庭や友人等の関係性、日々の行動変化、
アンケート等でのSOSなど情報の集約と共有を徹底し、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカーも含めた「チーム学校」として「見逃しのない観察」「手遅れのない対応」「心の通った指導」
を迅速かつ組織的に行う。不登校に関しては、前兆が現れた段階から「児童生徒理解・教育支援シー
ト」を活用する。また、校内の登校支援委員会等での情報共有を進め、アセスメント（見立て）に基づ
き、個に応じた適切な支援や継続的な関わりによる居場所づくり、不登校相談支援センターやフリー
スクール等民間機関との連携などにより、一人一人の状況に応じた適切な支援が行えるよう組織的・
計画的な取組を積極的に進める７。 

④ 貧困やヤングケアラーは、周囲に知られたくない、自らが置かれている状況についての自覚がない
等の事情から、子ども自身が周囲にサポートを求めることが難しい場合もある。日々子どもと接する
中で、そうした困りごとを抱えている兆候が無いか意識を向けるとともに、声掛け等により子どもが
相談しやすい環境づくりを心掛ける。そのうえで、福祉的な観点の支援が必要な子どもに対しては、家
庭環境も含め、その背景をしっかりと見取り、理解し、スクールソーシャルワーカーとの協働により、
児童相談所や子どもはぐくみ室、NPO等、他機関との日常的な連携を進め、全ての子どもが社会的に
自立できるよう取り組む８。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例（令和６年 11 月 11 日施行）＞ 
○学校の役割（第８条） 
 学校等は、園児、児童又は生徒のうち潜在的なヤングケアラーの把握に努めるとともに、園児、児童又は生徒がヤングケアラーで
あると認められるときは、その意向を尊重しつつ、修学に当たっての配慮、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものと
する。 
２  学校等は、支援を必要とするヤングケアラーからの教育又は福祉に関する相談に積極的に応じるよう努めるものとする。 
３  学校等は、ヤングケアラーであると認められる園児、児童又は生徒について、そのプライバシーに配慮するとともに、当該園
児、児童又は生徒がケアラーであることに関連するいじめ等により学校生活に支障をきたすことがないよう配慮するよう努めるも
のとする。 

４  学校等は、本市、他の関係機関及び民間支援団体等と積極的に連携するよう努めるものとする。 

５～思春期の子どもをもつ保護者の皆様へ～「LGBTQ について知っていますか？」  

６授業・学級・学校づくりのユニバーサルデザインチェック表（小学校）（中学校）、「困りのある」生徒への具体的支援ヒントブック 
７心の居場所づくりハンドブック、心の居場所づくりハンドブック 別冊～ICT を活用した居場所づくりに向けて～、 
こころとからだのアンケート、不登校児童生徒への一人一人に寄り添ったチーム支援に向けて 

８フリースクール等民間団体に関する情報、校内サポートルームの充実に向けて 
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⑤ 「障害者差別解消法」により、全教職員が障害のある子どもに対して合理的配慮を求められることを
踏まえ、子どもの障害・特性の理解と的確な実態把握や指導・支援についての専門性を高め、「就学支
援シート」「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」「個別の包括支援プラン」やICT機器を活用し、
一人一人の教育的ニーズに応じた指導内容や指導方法の精選・創意工夫を徹底する。その際には、保護
者や医療、福祉等の関係機関、総合支援学校 育（はぐくみ）支援センター、学校サポートチーム、小
中通級支援チーム、高校通級特別支援チーム等との連携を密にして行う。また、インクルーシブ教育の
理念に基づき、子どもや保護者の願いと一人一人の教育的ニーズに応じた就学支援・教育支援を組織
的に行うとともに、障害の有無に関わらず、全ての子どもが共に学ぶ、交流及び共同学習の機会を積極
的に設ける９。 

⑥ 病気療養中や医療的ケアを必要とする子どもについては、主治医や関係機関等と連携を行う中で、
安全と体調に十分配慮するとともに、本人や保護者の意向を踏まえ、ニーズに応じた指導や支援を行
う。また、長期間の入院や自宅での病気療養を余儀なくされる子どもについては、医療機関等と連携し
つつICT機器を活用した遠隔教育等の切れ目のない支援に努める１０。 

⑦  子どもたちが様々な国の伝統や文化に触れ、その違いとともにそれらを大切にする歴史的・社会的
背景や思いなどを知ることで、互いを尊重し合い、共に生きる国際協調の精神を培う取組を推進する。
また、日本語指導が必要な子どもの学びを保障するため、特別の教育課程による指導を中心とした日
本語指導や在籍学級での学習、人間関係の構築などについて全校体制で適切な支援を進める１１。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領、 
「障害のある子どもたちのよりよい就学先を求めて～京都市の就学相談」リーフレット、 
「～障害のある子どもたちの『はぐくみ』を支える～育（はぐくみ）支援センター」リーフレット、 
知ってほしい！「高校通級特別支援チーム」リーフレット、京都市高校生サポート、就学支援シート、動画「京都市の就学相談」、 
障害のある子どもたちと障害のない子どもたちとの「交流及び共同学習」の推進のために 

10長期入院療養中の高校生の学習継続に関するガイドブック 
11 日本語指導の手引、日本語初期集中指導教室「わかば」受入れの手引、 
日本語を母語としない生徒や保護者のための多言語進路ガイダンス、 
日本語を母語としない保護者のための「小学校生活スタートガイド」 
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『つとめ』～教職員の職責を自覚し、研鑽することで、教育の質を高める１２～ 

① 全教職員が、教育が果たすべき崇高な使命を担う者としての職責を深く認識したうえで、公私にわ
たり、社会的責任と教育公務員としての責務を常に自覚した言動に徹し、子どもや保護者との信頼関
係を確固たるものとする。 

② 教職員は、自らの姿を通じて、子どもに人としての生き方を伝える、子どもにとって最大の教育環境
であり「教職員の言動そのものが教育である」との認識の下、いかなる時も、子どもの人権を守り、子
ども自身が大切にされていることを実感できるように努める。 

③ 「学校・幼稚園における働き方改革推進方針」の下、教職員が自らの働き方や資質能力向上に向けた
意識改革を進める。各学校園においては、校園長のマネジメントによる管理職と教職員相互の連携・協
働はもちろん、PTAや学校運営協議会との信頼関係や協働関係の構築に向けた熟議を通して、「働き方
改革」の趣旨・目的の浸透や学校が担う業務等の３分類への理解を図るとともに、子どもの豊かな経験
や成長のための目的を踏まえた行事の精選や教職員等による会議の在り方の見直し、ICTの有効活用
等による校務の効率化を推進する。さらに、部活動ガイドラインに基づき設定した適切な休養日・練習
時間の徹底、PTA活動や地域学校協働活動における役割分担など、日々の取組の見直しも恒常的に行
う。また、教職員が支え合える心理的安全性の保たれた職場づくり、週休日の振替の徹底や年次休暇等
の取得の促進、自らの授業力や児童・生徒への指導力の向上やしっかりと子どもと向き合う時間の確
保など、「働きやすさ」と「働きがい」を両立できる環境を構築し、教職人生のウェルビーイングを高
め、教育の質をより一層向上させる。 

④ 教職員は、子どもの主体的な学びを支援する伴走者として、社会の変化を捉えながら、教職員自身が
自律的、継続的、探究的に学び続け、豊かな人間性を培い、創造性、専門性を高められるよう、計画的
な研修に努める。更に、研究会活動への積極的な参加や学校園内外での教職員同士の学び合い、授業教
材研究等により、新たな知見を蓄積する等資質能力の向上を図る。 

⑤ 校園長は、学校園内外の状況・課題を分析し、目標を明確にしたうえで、多様な専門性を持つ教職員
はもとより、子どもの課題やニーズに応じた他機関との連携を積極的に図り、学校園運営の更なる改
善を図る。その際には、教員等の資質向上に関する指標や教職員評価・学校評価を活用しながら組織や
個々の教職員の強みや課題を明確にし、各種研修の計画的な受講、研究会活動への参加の奨励や校園
内研修を通して、教職員同士がそれぞれの強みも生かしながら、互いに学び合い、高め合える組織体
制・環境づくりを一層充実させる。 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

１２学校・幼稚園における働き方改革推進方針、京都市教員等の資質の向上に関する指標、京都市 OJT 実践ガイドライン、 
「ＫＹＯＴＯ×教育ＤＸビジョン」Ver1.2、 
専門家としての教師の学びと成長の一考察 －対話を通じて自律性と創造性を育む PLC 型学校組織の開発－、 

「学び続ける教師」を育む、学び合い高め合える教職員組織づくり －日常的な取組の意識化、最適化、活性化－ 
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『ひろがり』～カリキュラム・マネジメントの視点をもって社会に開かれた教育課程を実現する～ 

① 「京都はぐくみ憲章」の理念の下、学校・家庭・地域が、保護者や地域の願いを互いに共有し、子ど
もを共に育む当事者として、子どもの実態を捉え、課題に取り組むことができるよう、学校運営協議会
の一層の活性化等を図る１３。また、本市の強み等も生かしながら、大学や企業、NPO、行政機関とも連
携・協働し、探究型学習やSTEAM教育、伝統文化体験、環境教育、科学・技術に親しむ機会や世界に誇
る食文化等に直接触れる取組の充実など、地域の教育力を生かし、多様な経験を得て、子どもたちの世
界（視野や経験、意識）が広がる学びを積極的に取り入れる。 

② 変化の激しい社会の中で生きる力を育むために、全ての学校園において、子どもたちの状況や地域社
会の実態を踏まえた教育目標を定めることが必要である。その目標の実現に向けて、教育活動の質の向
上を図るためには、社会と学校をつなぐ「社会に開かれた教育課程」の考え方をもとに、学校教育に関
わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら計画的かつ組織的に進める「カリキュラム・マネジメ
ント」（以下の３つの視点）を確立するとともに、学校評価がカリキュラム・マネジメントの重要な要素
であることを全教職員が認識し、各種調査や保護者アンケート等も活用しながら、目の前の子どもの姿
をしっかりと見取り、取組の進捗度・達成度を振り返りつつ、よりよい学校、学級づくりに生かす１４。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域コミュニティの担い手不足などの地域課題が深刻化し、これまで地域の協力で成り立ってきた
様々な活動が困難になってきている状況を踏まえ、今後の学校経営には、学校を核とした地域づくり（ス
クール・コミュニティ）という視点がより求められている。そのためにも、学校施設の管理運営の仕組
みを整理したうえで、主に放課後・夜間・休日の利活用を進め、学校で子どもから大人までの多様な人々
が交じり合う機会を創出・充実したり、学校運営協議会で地域の暮らしや持続可能なまちづくりなどの
子どもや学校にも関わる地域課題に関する熟議をするなど、学校が地域の活性化に寄与することで、学
校の教育力向上にも繋げるという、子どもの健全育成と地域の活性化の好循環の創出を図る。 

④ 社会全体で子育てを支えるために、全ての幼稚園が、地域の未就園児に対する子育て相談や園庭開放
の実施等、地域の子育て支援センターとしての役割を果たすとともに、預かり保育の役割と重要性を認
識し、その更なる充実を図る。また、幼稚園や小・中・小中学校においては、「子どもを共に育む『親支
援』プログラム」や「情報モラル講座」等を活用して家庭教育講座を開催し、保護者に対する支援に努
める１５。 

⑤ 子どもに必要な居場所等を提供している放課後まなび教室、児童館・学童保育所の取組、「あつまれ！
京（みやこ）わくわくのトビラ」、青少年活動センター等での学習会、地域行事などについて、地域や関
係機関と連携を図りながら、保護者へ適切な情報提供を行う１６。 

 
  

１３京都はぐくみ憲章「行動指針」 
１４京都市学校評価ガイドライン［第３版］、カリキュラム・マネジメント         
１５子どもを共に育む「親支援」プログラム 、児童館・学童保育所について 
１６放課後まなび教室のねらいと充実に向けて、あつまれ！京（みやこ）わくわくのトビラ、青少年活動センターについて 

   

教師が連携し、複数の教科等の 
連携を図りながら授業をつくる 

・育成を目指す資質・能力を明確に
し、その育成に向け、各教科のど
の単元でどのように取り組むの
か、意識して学習活動を進める。 

学校教育の効果を 
常に検証して改善する 

地域と連携し、よりよい 
学校教育を目指す 

・地域資源（ひと・もの・こ
と）や ICT 機器を活用し、
子どもたちの探究的な学び
の実現につなげる。 

・毎月、毎学期等節目ごとに、子
どもの具体の姿やアンケート・
各種指標から年度当初設定し
た各校の教育計画（カリキュラ
ム）の進捗度・達成度を確認し、
より効果的な教育活動を目指
し、各取組の検証・改善を図る。 

・総合的な学習の時間の単元構想を
中心に据え、各教科の学習内容と
のつながりを明確に示し、学習者
自身が各教科で培った力を活用・
発揮する場としての意識を持ち、
学びに向かう。 

・資質・能力の育成に向け、
総合的な学習の時間の単元
構想を毎年見直し、外部資
源の活用の在り方を確認
し、効果的に組み合わせる。 

・その際には、学校評価を活用し、
学校関係者と課題の共有を図
り、改善へ向けて取り組む。 

●カリキュラム・マネジメントの３つの視点 
～各校園が定めた学校教育目標の実現に向けて、全教職員が共通理解をもつ～ 
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『つながり』～校種間連携・接続により子どもを支える～ 

① 全ての人が互いに尊重し合い、支え合うことのできる共生社会の形成を目指し、全ての校種が一層
の連携・接続を図りながら、多様な子どもが共に学び、育つ教育活動を系統的・一体的に推進する。 

② 小・小中学校と幼稚園においては、「幼保小の架け橋プログラム」を推進する。架け橋期における主
体的・対話的で深い学びの実現に向け、スタートカリキュラムの実践・充実をはじめ、互いの授業・保
育の公開や合同研修会、子ども同士の交流など、民間も含めた地域の就学前施設との連携・交流を通じ
て、小学校教育はもとより、幼児期の自発的な遊びなどを重視した「環境を通して行う教育」により育
まれる「学びに向かう力」や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」※について相互理解を深めるな
ど、幼保小の教育・保育の円滑な接続を図る 1７。 

※「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 
1．健康な心と体 ２．自立心 ３．協同性 ４．道徳性・規範意識の芽生え ５．社会生活との関わり ６．思考力の芽生え 
7．自然との関わり・生命尊重 ８．数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 ９．言葉による伝え合い １０．豊かな感性と表現  

③ 小・中・小中学校においては、小中一貫教育の推進に向け、中学校区を基盤に９年間を見通した共通
の教育目標の設定や系統的な教育課程の編成・実施など、「京都市小中一貫教育ガイドライン」に基づ
く取組を徹底する 1８。 

④ 高等学校においては、京都市立高等学校スクール・ミッション及び各校が策定したスクール・ポリシ
ーに基づき、先人が築きつないできた学校文化を世代を超えて継承・発展させるとともに、京都の魅力
を存分に活かした教育活動を中学校・大学・企業・地域等へ積極的に発信し、双方にとって価値のある
連携を進める１９。  

⑤ 発達障害を含む障害のある子どもについて、「就学支援シート」「個別の教育支援計画」「個別の指導
計画」「個別の包括支援プラン」等を活用し、就学前、普通学級、通級指導教室、育成学級、総合支援
学校など、それぞれの学びの連続性にも留意し、引継ぎと連携を行い、一人一人の教育的ニーズに応じ
た指導や支援を実施する。また、教育と福祉の連携により、切れ目のない指導や支援を行い、卒業後の
進路も見据えて、自立と社会参加につながる取組を組織的に推進する２０。 

⑥ 子どもが学校での学びと社会や自己の将来とのつながりを見通すことができるよう、学校教育全体
で「生き方探究（キャリア）教育」の充実を図る。また、「生き方探究パスポート」等を活用しながら、
校種間での確実な連携・接続を行い、系統的な教育を実践する２１。 

 

 

 

 

 
  

１７京都市 幼保小の架け橋プログラム手引き及び概要版、スタートカリキュラムの手引き  
１８京都市小中一貫教育ガイドライン（試案） 
１９京都市立高等学校スクール・ミッション 
２０発達の特性等によって困りのある中高生のための指導・支援ガイド（第２版） 
２１生き方探究パスポート活用・指導の手引、生き方探究教育（キャリア教育）に関する資料、「生き方探究・チャレンジ体験」の手引 、 
「生き方探究教育」教材・プログラム、「京都モノづくりの殿堂・工房学習」指導資料集、京都ものづくりの殿堂デジタル版、 
「わくわく WORK LAND」指導資料集、「ジョイ JOB LAND」指導資料集、京都モノづくりものがたり ビジュアル版、 
漫画 京都モノづくり列伝、自己肯定感を高めるキャリア教育、 
活動のプロセスに注目し、成長を実感する生徒の育成を目指すキャリア教育 
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「京都市はぐくみプラン＜2025－2029＞」を踏まえ、子どもはぐくみ室をはじめ関係機関との連携の下、切れ

目のない子ども・家庭への支援を図っています。例えば、児童虐待対応においては、迅速な子どもの安全確保や

保護者への告知・指導に加え、子どもとその家庭に関する全体像をつかみ、 問題となっている状態に至った背景

を見立て、子ども及び保護者に対し多角的かつ継続的に支援することも大切な要素となります。学校園において

も、子どもや保護者の様子で気になることがあれば、子どもはぐくみ室や児童相談所へ相談（通告）したり、子ど

もや保護者対応を行う中でスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、こども相談センターパトナ等へ

のつなぎを検討したりするなど、多様な支援が考えられます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【学校と連携した子どもやその家庭への対応（支援）について】 

・  具体的には、非行や不登校等の相談について、子どもや保護者が求める場合には、児童相談所における社

会診断や心理診断、子どもはぐくみ室におけるプレイセラピー等の支援を実施しており、状況に応じて、学校等

の関係機関と連携しながら対応しています。 

・  これらは支援の一部であり、事案により対応する機関や内容は異なりますが、子ども・家庭への支援が必要

な場合には、各区役所・支所子どもはぐくみ室、または児童相談所へ一度ご相談ください（参考資料「子ども・

子育てに関する情報・相談窓口＊２２」等もご活用ください。）。 

なお、「はぐくーもＫＹＯＴＯ＊2３」には、ひとり親家庭への支援や家庭での養育が困難な子どもへの援助など、

子育て支援等に関する情報が掲載されていますのでご参考ください。 

■子ども・家庭への支援体制  
～京都市子ども若者はぐくみ局から、学校園の先生に知っておいていただきたいこと～ 

2２子ども・子育てに関する情報・相談窓口 
2３はぐくーもＫＹＯＴＯ 

※ 中学生への学習支援…生

活保護世帯等生活困窮世

帯やひとり親世帯の子ども

に対する学習支援事業（京

都市ユースサービス協会に

委託して実施） 
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第３章_令和８年度重視する視点 

 
 
 
 

 

基本的な考え方 
○ 激しい変化が止まることがなく、予測困難とされる時代の中、子どもたちには変化に柔軟に対応し、
直面する様々な課題を解決し、新たな可能性を切り拓いていく力が必要である。そのためには、子ども
たち自らの意志や判断で見通しをもって粘り強く行動する「主体性」と、多様な他者と協調しながら、
集団の一員として自己の能力を発揮して行動する「社会性」を育むことが重要である。また、子どもた
ち一人一人が多様な幸せや生きがいを感じ、社会全体としての幸せや豊かさも実現する創り手として成
長できるよう、幼稚園から高等学校までの接続・連携の一層の充実を通して、「自ら学ぶ力」と「自ら律
し、協働する力」の向上を図る。さらに、こうした子どもの学びを支え、伴走する教職員自身も公教育
に携わることへの誇りと責任感を持ち、生き生きと日々の教育活動に取り組めるよう、同僚性を基盤に、
一人一人の教職員を徹底的に大切にする学校組織づくりを通して、子どもも教職員も幸せや生きがい、
豊かさを実感できるウェルビーイングな学校風土の醸成を図る。 

○ 「自ら学ぶ力」は、子どもの興味・関心、夢や希望等を原動力として育まれるものであり、学校園は、
その原動力の下、子どもたちが夢中になって学ぶことで「世界」を広げられる場である。そのため、教
育活動全体において、様々な体験的活動や日常生活における多様な気づき、好奇心を大切にし、外部の
教育資源も積極的に活用しながら、子どもが「なぜ？」「もっと知りたい！」と感じられる機会を設定す
る。同時に、自らの学びを調整しながら粘り強く学ぶ態度の育成や、学びの当事者として自身の学びを
振り返り、さらなる学びにつなげ、学びの深まりや広がりを自覚できるような取組を通じて、学びを人
生や社会に生かそうとする力を高め、一人一人の可能性を引き出し伸長させる指導・支援に取り組む。 

 
○ 「自ら律し、協働する力」は、物事の善悪を判断し、様々な事柄に直面しても乗り越える力強さや、
多様な他者との関わりや対話から、他者の困りなどに気づき、手を差し伸べられる思いやりの心等であ
る。その向上には、家庭との連携も図りつつ他者と協働的に学ぶ体験活動や集団宿泊活動、児童会・生
徒会活動等のあらゆる場面で、課題解決的な指導だけでなく、子どもたちの成長を促す指導を進めるこ
とが大切であり、子どもたちが、多様な価値観に触れながら自己指導能力を身に付け、社会の中で他者
と絆を深めながら自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長、発達する過程を支
えていく。 

 
○ これらの力を育むため、学校園全体の教育活動を通して、子どもたち一人一人が考え、悩みながらも、
互いのよさを見出すことで、自分や他者が共感できる目標を共に探り、その目標に向かって行動する学
びを展開する。その際には、声掛けや対話を通じて子どもたちを一人の人間として大切にしていること
を伝えるとともに、子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学びにおける相互の信頼関係の醸成や、
やればできるという実感の獲得、また、異年齢交流や体験活動による成功、あるいは失敗を受け入れ次
なる挑戦の糧とする経験を経て、自己肯定感を育むことも大切な視点である。 

 
〇 このような、「自ら学ぶ力」「自ら律し、協働する力」が一体となって高まり合うことで、自分らし
く生きるための力が育まれるとの認識に立ち、次頁以降に示す校種別の重点項目を踏まえ、校園長のリ
ーダーシップの下、全ての教職員が主体性・社会性・専門性を発揮しながら、日々の教育活動の質の向
上を図り、保護者や地域との連携・協働を深め、子どもを中心とした連携の輪を広げる中で、子どもの
姿や地域の状況に応じた創意あふれる取組に粘り強く挑戦し、展開することを強く期待する。  

子どもの「主体性」と「社会性」の育成を目指し、 
「自ら学ぶ力」と「自ら律し、協働する力」を高める 

第３章 令和８年度 重視する視点 
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幼稚園園 
 

 

 

 

 

１．子どもが主体的に遊ぶ姿を重視する 2４ 

① 自発的に身近な環境に関わり、夢中になって遊ぶことで様々な学びを得ることが幼児期の発達の特徴であ
ることや直接体験の重要性を踏まえ、一人一人の興味関心への理解と具体的な行動の予想に基づき、ICT機
器等も活用しながら、子どもの主体的な活動が充実するよう計画的な教育環境を構成する。 

②  ３歳児から５歳児の発達の過程を捉え、５領域（健康・人間関係・環境・言葉・表現）で示されたね
らいや内容を踏まえた実践により、幼児期の主体的・対話的で深い学びを実現する。その中で、３つの
資質・能力（知識及び技能の基礎・思考力、判断力、表現力等の基礎・学びに向かう力、人間性等）を
一体的に育む保育を推進するとともに、教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントを組織
的かつ計画的に実施する。 

③ 幼児期は心と体の発達が密接に結びついている時期であることを踏まえ、子どもが十分に体を動かし
て主体的に遊ぶ楽しさが感じられる保育を展開する。 

２．小学校期の学びにつなぐ資質・能力を一体的に育む 

① 幼保小の架け橋プログラムを推進し、小学校教育を見通して「主体的・対話的で深い学び」等に向けた資
質・能力を一体的に育むとともに、小学校区内の幼保小と共に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（P
７参照）を手がかりに、架け橋期の子どもの学びと育ちへの相互理解を深める関係を積極的に構築し、連携・
接続の充実を図る。また、公開保育の実施等、地域に幼児教育を発信する取組を進める２５。 

② 言語に関する能力の発達が思考力の発達と相互に関連していることを踏まえ、言葉に対する感覚や言
葉で表現する力が育つよう、家庭との連携の下「親子で絵本！」の活用を促進する等、子どもが遊びや
生活の様々な場面で言葉に触れる環境を充実する２６。 

 
３．自己発揮と自己抑制の調和のとれた自律性(折り合う心)や、協働する力を育む保

育を推進する 
 

① 基本的な生活習慣を形成することが、子どもに自信と自立心を育み、自己発揮できる素地を培うことを意
識し、家庭と連携しながら一人一人に応じた援助を行う。 

② 幼児期は、信頼する教職員に受け入れられ、見守られているという安心感の下、自らの世界を広げ自己発
揮していく時期にあることを踏まえ、自身が大切にされていることが実感できる保育を推進する。 

③ 子どもが他者と関わり、互いに理解し合ったり一緒に活動する楽しさを味わったりする体験や、自己主張
のぶつかり合いによる葛藤などを通して、共感や信頼、思いやりとともに、きまりを守ろうとする気持ちを
育む保育を展開する。 

④ 友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有、尊重し、共通のめあてに向かい、考えたり工夫し
たり協力したりして、充実感をもってしたいことをやり遂げようとする保育を展開する。 

⑤ 地域の人をはじめ様々な人と交流し、親しみを感じ、社会の一員として必要な公共心の芽生えを育む保育
を推進する。 

 

 

 
 

幼稚園期における「自ら学ぶ力」 

  身近な環境に主体的に関わり、いろいろな活動や遊びを自らの興味・関心や仲間との協同性の中で楽し
み、満足感や達成感を味わいながら、自信をもって諦めずにやり遂げることのできる力 

幼稚園期における「自ら律し、協働する力」 

  自己表出や葛藤を十分に経験する中で自分の気持ちに折り合いをつけてよりよく活動しようとしたり、
遊びをはじめとした活動の中で友達と互いを尊重し合いながら協力しようとしたりする力 

２４未来につながる力を育む京都市立幼稚園、幼稚園版家庭教育の手引き「家庭と園で育もう」 
２５京都市 幼保小の架け橋プログラム手引き及び概要版 
２６読書ノート「親子で絵本！」 

幼稚園 
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小・中・小中学校（義務教育学校） 

小・中・小中学校（義務教育学校） 
 

 

 
 
 
 
  

１．主体的・対話的で深い学びを重視した授業を通して、学びの質を高める 2７ 
＜カリキュラム・マネジメントを確立し、教育の質の向上を図る＞ 
①  各学校で目指す資質・能力を育成するため、「主体的・対話的で深い学び」の視点から、単元・題材

を通して、読み取る・表現する・振り返る・深める授業を展開する。さらに教科等横断的な視点も踏ま
え、教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ、知識をつなげ深く理解し、概念的な考えなどを
形成できる「深い学び」に至るよう授業の質を高める。また、主体的な学びを支援する伴走者としての
役割を果たすため、各学校や地域の実態に即した校内研修の実施や授業研究に参加する教師同士の学
び合いを充実させるなど、組織的・継続的な授業改善に取り組む。 

②  教科等横断的で探究的な学びの中核に「総合的な学習の時間」を据え、地域等との連携も大切にしな
がら、「探究のプロセス」を通じて一人一人が自ら問いをもち、より良く課題を解決し、自己の生き方
を考えることができる資質・能力の育成を目指した質の高い探究的な学びの実現に努める。 

③  個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させるため、GIGAスクール構想の下、デジタル学習
基盤を効果的に活用した実践を進める。学習の基盤となる資質・能力の一つである情報活用能力の育
成については、生成AIの加速度的な進展などを踏まえ、情報モラルも含めた「情報技術の活用・適切な
取扱・特性の理解」に関する取組を進める。 

２．日々の授業と家庭学習との連動を通して、自学自習の習慣化を図る２８  
＜京都市小中一貫学習支援プログラムを効果的に活用する＞ 
①  子どもの状況を踏まえ、日々の授業の中で学びへの興味関心を高め、主体的に家庭での学習にも取

り組めるよう段階的、計画的な工夫を行う。一方、家庭学習が過度の負担にならないよう配慮する。 
②  小学校期においては、家庭学習の大切さや内容・方法について分かりやすく指導するとともに、提出

物の内容や時期などについて家庭との連携・協力を図りながら工夫する。また、ICT機器や自主学習ノ
ート等を活用して、自らが課題を見つけ、予習・復習に取り組むなどの学習計画を立て実行できるよう
にする。 

③  中学校期においては、自主的な家庭学習の定着、充実を図るため、学年・教科との連携の下、ICT機
器も活用しつつ、授業と連動させながら学習課題の内容と提示方法を工夫・改善する。さらに、自らに
適した課題を的確に選択して取り組む能力や態度を育成するため、プランニングノートを活用する等、
学習・生活について自律的に管理し計画できる習慣が身につくよう支援する。 

３．自他を大切にし、「公共の精神」に基づく態度を育む 

①  子どもの発達の段階に応じて、生命を大切にする心や他者を思いやる心、感動する心など、豊かな人
間性や自尊感情の醸成を図る。子どもの主体的・自発的な活動を尊重し、人権尊重の精神と態度の育成
や、互いを認め、高め合う集団づくりを行う。 

②  人のために役立つことや、多様な人々と共生することの大切さを実感し絆を深めることを通して、
社会の一員として必要な公共心や公徳心を育てる。また、持続可能な社会の実現に向けた様々な課題
の解決を目指すなど、主体的に社会参画する意識と行動力を育む。 

③  社会におけるルールや法の重要性だけでなく、人として許されない行為についての指導を徹底する
とともに、正しい知識を身に付け、状況に応じた判断や自律的な行動ができる能力を育成する。 

 
 
 

小・中学校期における「自ら学ぶ力」 

 学ぶことに興味や関心を持ち、進路や将来の生き方と関連付けながら目標実現への見通しをもって粘り強
く取り組むとともに、自己の学習活動を振り返り、学びをよりよい方向に調整し、他者とも協働できる力 

小・中学校期における「自ら律し、協働する力」 

地域・社会との関わりの中で、他者への思いやりや寛容、人と人との絆の大切さを実感し他者と協調しつ
つ、自らの生活や人生、地域・社会をよりよくするため、時と場に応じた正しい判断と行動ができる力 

２７主体的・対話的で深い学びの実現に向けて【試案】、算数科・数学科における 課題を選択し自立的に学び合う授業の提案、 
学ぶ意味を実感できる社会科を目指して、学びに向かう力を育む外国語教育の一方策、 
総合的な学習の時間のすすめ、一人一人の探究的な学習の充実 －総合的な学習の時間における、「チャレンジロード学習」－ 

２８自学自習のすすめ、家庭学習と授業の相互で目指す 学習を自己調整する力の育成 
 

 

 

 

 

小・中・ 
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高等学校 
 

 

 

 

 

 

 

 
１． スクール・ミッション、スクール・ポリシーの点検と改善を進め、各校の特色・魅力を

生かした教育活動を充実させる 

① スクール・ミッション、スクール・ポリシーに基づくこれまでの取組の成果と課題を振り返り、自立
した青年の育成に向けて保護者や関係機関と連携しながら不断の改善を図ることで、教育活動の充実に
努める。 

② すべての生徒が自己決定や他者との対話・協働の機会を生かし、目標と目的をもって活動したり次へ
の見通しを立てたりできるよう、学年や学期、取組後などの節目ごとに生徒の変容や潜在的な力を把握
し、個に応じた指導や働きかけを進める。 

 

２．学習指導要領の確かな実装に向けて、教育活動全体を通して自立した学習者を育む 

① 実社会と関連した課題を教科横断的に取り扱うことや、生徒の学習改善と教師の授業改善に生かす評
価を充実させることを意識して、学年や教科の指導目標を具体的に設定し、「主体的・対話的で深い学び」
の一層の具現化・深化を図る。 

② 生徒が一人一台端末などのデジタル学習基盤を生かして、学習課題の克服に自律的に取り組めるよう、
小・中学校で培われてきた情報活用能力をふまえつつ、教師が生徒とともに学習方法を設定したり、授
業等で ICT を駆使したりするなどして、情報を適切かつ有効に活用できる力を育成する。 

③ 総合的な探究の時間では、生徒への問いを工夫したり生徒どうしの対話の深まりを促したりして、生
徒自らが初発の思考や行動を起こし、課題に対して各教科で培った見方・考え方を横断的に働かせ、自
己の将来と関連付けながら解決するための資質・能力を育む。 

④ 生徒自らがきまりをつくるなどの合意形成の機会に関わり、一人一人が役割を担い行使する場面の積
極的な設定をはじめ、道徳教育を計画的に推進することで、教育活動全体を通じて生徒がよりよい社会
や文化を築いていくために必要な資質・能力を育む。 

 
３．一人一人のキャリア発達を支援する視点から、個に応じた支援・指導に取り組む 

① キャリア教育の視点を生かしてあらゆる教育活動を設計・実践し、生徒が小・中学校から続く生き方
探究パスポートなどを活用しながら自己の在り方生き方を考え、自分の人生を舵取りしていけるよう、
対話や関わりを重ね、成長を支援する。 

② 生徒自らが困りや迷いなどを主体的に解消していけるよう、一人一人の様子や変化を丁寧に見取り、
保護者や専門職、関係機関と緊密に連携し、組織的な体制のもとで生徒の成長につながる支援を行い、
多様性の包摂を推進する。 

 
 
 
校 
 

高等学校期における「自ら学ぶ力」 

学ぶことを自らの興味・関心やキャリアの展望と関連付けながらたのしみ、学びの振り返りと見通しの
機会を通して学習の意義や成果を実感し、自己を変革し続ける力 

 
高等学校期における「自ら律し、協働する力」 

 他者との関わりを通じて多様性に触れ、自己と他者への理解を深め、よりよい自己と共生社会を築いて
いくために自ら考え、選択・判断・行動し、協働して物事を成し遂げる力 

高等学校 
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総合支援学校 

 

 

 

 

１．子どもを「できる存在」として捉え、できる姿を通して「生きる力」を育む 

① 子どもの障害の状態や特性及び発達の段階等と一人一人のニーズを把握し作成した個別の包括支援
プランの活用を核にして、基礎的・基本的な知識・技能の習得と、これらを活用して課題を解決するた
めに必要な思考力・判断力・表現力等、「生きる力」につながる資質・能力を育てる取組を進める。 

② 子どもの興味・関心を生かして学習を進める中で、子どもが自ら見通しを持って、学習課題に気づい
たり、学習活動を選択したりする機会を設けるなど、自ら活動の意味付けをすることや達成感を味わう
ことができる教育活動を展開することで、子どもの主体的な学びを実現する。 

③ カリキュラム編成にあたっては、各学部や、幼稚園等の就学前施設、小・中・小中学校、高等学校と
のつながりに留意して指導内容を検討し、学びの連続性を重視したカリキュラム・マネジメントを進め
る。 

④ ICT機器等も有効活用しながら、子どもが自発的に他者へ働きかけようとする意欲や、一人一人の障
害の状態、特性に応じて自分の意思を他者に伝えることができる力を育てる。 

２．地域社会と協働して、社会に生きる子どもを育む 

① 保護者・就学前施設、医療・福祉等の関係機関との連携の下、子どもの生活年齢と学校卒業後の将来
の姿を踏まえた長期的な視点で教育的支援を行い、社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしい生
き方を実現できるよう子どもの可能性を最大限に伸ばす。また、子どもや保護者の思いに寄り添い、進
路をはじめ、子どもの社会参加に向けた相談・支援を進める。 

② 交流及び共同学習や地域での様々な人々との関わりを通して、社会性やコミュニケーション能力の育
成を図るとともに、お互いの良さや違いを認め共に尊重し合いながら協働して生活していこうとする態
度の育成を図る。 

③ 子どもが生涯を通じて社会や地域と関わりながら豊かな生活を営むことを目指し、主体的にスポーツ
や文化芸術活動に親しむなど、生涯学習への意欲を高める教育活動に取り組む。 

④ 地域での貢献活動や協働活動、事業所や企業、図書館や保育所などにおける実習等、自立と社会参加
につながる取組を推進することにより、子どもが主体的に様々な活動に挑戦してみることや多様な他者
と協働することの重要性等を実感し、社会に参画する意欲を高められるようにする。 

３．自立と社会参加の実現に向けた発信力や社会性を育む 

① 子どもの発達の段階や生活年齢、健康の状態に応じて、日常生活習慣や遊び、公共の場での活動、事
業所や企業における実習等の具体的な場面を通して、自立と社会参加に向けて必要な自身を取り巻く環
境に適切に対応する力や、社会性を身に付けられるようにする。 

② 学校内や地域等での活動を通して、子どもの自己肯定感や自己有用感等の自尊感情を高めるとともに、
自分の思いや考えを発信し、周りの人との信頼関係を築いたり、深めたりする力を育む。 

③ 子どもの発達の段階や生活年齢に応じて、社会的に許されない行為を理解し、自他を大切にする行動
ができるよう、学校生活全体を通して道徳性の涵養に努める。また、家庭や医療・福祉等の関係機関と
の連携を図りながら、生活の中で生じる諸問題を解決するための判断、方法、意思を身に付けられるよ
うにする。 

 
 

総合支援学校における「自ら学ぶ力」 

  それぞれの発達と障害の状態に応じて、自らが取り組んでいることの目的や意味を理解し、自らの意思
で行動を起こしたり、その意思を伝えたりする意欲・主体性の基盤となる力 

総合支援学校における「自ら律し、協働する力」 

 自分の良さを生かすとともに他者を尊重し、多様な人々と関わり合いながら、自分に合った自立と社会
参加を実現する力 

 

総合支援学校 
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第４章_「生きる力」を育む１５の取組
 
第４章「生きる力」を育む１５ 

 

 

 

〇 本市では、「一人一人の子どもを徹底的に大切にする」教育理念の下、知・徳・体のバランスの取れた
「生きる力」を育むために重要となる３つの資質・能力 ①実際の社会や生活で生きて働く「知識及び技
能」、②未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力」等、③学んだことを人生や社会に生かそ
うとする「学びに向かう力、人間性」等 の育成に向け、社会に出てからも学校で学んだことを生かせる
よう、保護者や地域等の参画を得ながら学校教育を積み重ねてきた。 

〇 これまでの章では、「生きる力を育むことが教育の重要な使命である」との考えを念頭に、本市が目指
す子ども像の実現に向け、学校園や全教職員がどのように教育を進めていくのか、どこに重点を置くべ
きかについて説明してきた。 
第４章では、本市として子どもたちに「生きる力」を育む具体的な取組やその際の視点を、項目立て

て整理している。校園長は、本章を参考に教育委員会との密な連携の下、PTA や学校運営協議会をはじ
めとする関係機関の理解や協力も得ながら、自らも含むすべての教職員の心身の健康管理を大切にし、
教員一人一人が主体的に学び、教科や担当の枠を超え、協働し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」
の一体的な充実を図り、多様な子どもたちの「主体的・対話的で深い学び」を確かなものとするため、創
意工夫あふれる教育活動を学校園全体で進めることが重要である。 

〇  教育委員会としても、未来を見据え、「次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方（下図参照）」
も視野に入れながら、個々の教育施策を充実していく。 

第４章 「生きる力」を育む１５の取組 
～自ら学び、考え、可能性を発揮し、よりよい社会の創り手となる力の育成に向けて～ 

 

中央教育審議会 教育課程企画特別部会「論点整理（令和 7 年 9 月 25 日）」から抜粋 
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１．「生きる力」を育む学びの推進 

①  学習活動の基本となる姿勢（学びの約束やルール）
を一人一人の子どもが確実に身に付け、意欲的に学
ぶ集団づくりに取り組む。 

② 学校での学びと社会とのつながりや、分かる喜び
と学び合う楽しさを実感できる授業を目指し、常に
効果的な指導方法や指導体制の工夫改善を図る。そ
の際には、家庭環境にかかわらず、全ての子どもの
可能性を最大限に伸ばすことを大切にする。 

③ 観点別学習状況評価にもとづく各教科の学習評
価や、特別の教科道徳（道徳科）、外国語活動等、
総合的な学習（探究）の時間、特別活動について、
それぞれの目標や特質に応じた評価の適切な実施、
また「指導と評価の一体化」の充実に努める。 

④ 幼稚園においては、発達や学びの連続性に重点を
置き、子どもの主体的な遊びを通して、興味・関心・
意欲を引き出し、好奇心・探究心・思考力・コミュ
ニケーション力・表現力・自己調整力等、小学校期以
降の学びにつなげる「学びに向かう力」を育む２９。 

⑤ 小・中・小中学校においては、小中一貫教育の推
進の下、本市独自の教育課程指導計画（京都市スタ
ンダード）も踏まえながら、創意工夫あふれる取組
を推進するとともに、各校の学力向上プランの進捗
を検証する。また、全国学力・学習状況調査や小中
一貫学習支援プログラム（ジョイントプログラム、
学習確認プログラム）の結果分析を踏まえた授業改
善を図りつつ、９年間を見通した指導を充実する 
３０。各校の教育課程は、児童生徒の学習状況等や教
職員の勤務の状況を踏まえ、授業時数を点検したう
えで、計画的に編成する。また、幼保と小の学びの
連続性を確保する観点からも、本市における幼保小
の架け橋プログラムの方針を踏まえ、スタートカリ
キュラムの充実をはじめ、架け橋期の教育の質の向
上を図る３１。 

⑥ 高等学校においては、生徒の個性を尊重し、その
興味・関心及び適性や希望を踏まえながらキャリア
発達を促すとともに、進路実現に向けた取組を進め
る。また、スクール・ポリシーの実現に向け、「何
を教えるか」ではなく「どのような力を付けるか」
という視点から、指導内容とともに学習方法や学習
評価の在り方を研究、実践する。 

⑦ 総合支援学校においては、「個別の包括支援プラ
ン」を活用し、一人一人の教育的ニーズに応じた指
導・支援を進める。とりわけ、自立と社会参加に向
けて地域の企業、大学、福祉施設等と連携した職場
体験活動などと関連付けた系統的なキャリア教育
の充実を図る。 

 
 
 
 
 
 

２．基礎的・基本的な知識及び技能の習得 ３2 と 
言語活動の充実３3 

① 基礎的・基本的な知識及び技能を全ての子どもに
確実に習得させる。その際には、既習の学習内容と
の関連付けを重視するとともに、実感を伴った理解
となるよう、各教科等において、調べ学習、観察・
実験、レポートの作成等の活動を適宜取り入れる。 

② 児童生徒の学習意欲の向上、学習内容の定着を図
るため、学習課題（めあて・目標）に応じた「まと
め」と「振り返り」を行う活動を計画的に取り入れ
る。 

③ 言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等、
学習の基盤となり、これからの時代を生きるうえで
求められる資質・能力を確実に育成するため、ICT
機器等も効果的に用いながら、発達段階に応じた系
統性の確保や教科等の横断による学びの広がりや
深まりを意識した学習活動を一層充実させる３4。 
とりわけ、生成 AI については、偽誤情報や情報

の偏り、学習活動における過度な依存や出力された
解の鵜呑みなどによって必要な学習過程が欠け、資
質・能力の育成を妨げる等のリスクを十分理解し、
子どもたちの深い学びを促進し育てたい資質・能力
の育成につながるか、教育活動推進のために効果的
であるか等を吟味できるよう、教職員自らも生成
AI や情報モラルに係るリテラシーの涵養に努める。 

④ 国語科においては、言葉の果たす役割を的確に理
解し、論理的に思考し表現する能力、互いの立場や
考えを尊重して伝え合う能力を培うとともに、我が
国の言語文化に触れて感性や情緒を育む指導を行
う。また、各教科等においては、それぞれの目標を
実現するため、国語科で培った資質・能力と融合さ
せて、言語活動を充実させる。 

⑤ 文章の内容を正確に捉えて読むための基礎的読
解力のほか、複数の情報の違いを見つけて対処する
とともに、情報の質や信ぴょう性を評価できる能力の
育成に向け、各教科等相互の関連や学年の系統性を
重視し、教育課程や指導計画の改善を行う。 

⑥ 「京都市子どもの読書活動推進のための取組指針」
等を踏まえ、家庭・図書館等と連携しながら、読書
ノートを活用した「めざせ１００冊！読書マラソン」
運動など、発達段階に応じた切れ目ない読書活動の
促進に向けて支援することで、子どもが経験したこ
とのない感動を味わい、学習の基盤となる言語能力
を培い、新たな知見、価値と出会う機会を創出する。 

⑦ 学校図書館を、「学習・情報センター」、「読書
センター」として各教科等の指導計画の中に的確に
位置付ける。また、学習情報源として新聞を計画的
に活用することで、広く社会への関心を高める。 

 

 

 

２９未来につながる力を育む京都市立幼稚園、３０子どもたちの学力向上をめざして、学びのコンパス、総合的な学習の時間のすすめ 
３１京都市 幼保小の架け橋プログラム手引き及び概要版、スタートカリキュラムの手引 
３２京都市理科観察実験支援事業報告書、いきいき理科大好き推進校実践事例報告書 
３3読書ノート・学校図書館活用ノート、京都市子どもの読書活動推進のための取組指針、ブックリスト「本のもり」 
 読み解く力の育成 －社会科・理科を通した読み解く力の育成に視点をおいた授業提案－ 
３4情報活用能力アドバイスシート 
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３．探究活動・京都ならではの教育の充実 

① 教育課程全般にわたり、自ら課題や疑問点を設定
し、調べ、解決しようとする過程を大切にした探究
活動を推進する。その際、探究活動が次なる課題や
疑問を生み出す契機となるなど、探究の過程が繰り
返されるように留意する。 

② 京都ならではの伝統文化教育・環境教育・食育、
生き方探究教育、政治的教養を育む教育 35等では、
多様な文化の創造・発信、環境共生と脱炭素社会の
構築など、京都の都市特性や強みを踏まえ、学校運
営協議会とも連携しながら、まち全体をキャンパス
と捉え、地域の人的・物的資源、文化的・歴史的資
源、自然環境等を積極的に活用し、目標やねらいを
定めたうえで、体験活動や作業的活動、子ども同士
が互いの意見を深め合う活動など、多様な学習形態
を充実していく。 

③ 科学・技術がよりよい未来を創るうえで必要不可
欠であるという認識の下、日常の暮らしとの密接な
関わりを実感する体験活動等を通じて、科学・技術
への興味関心を喚起するとともに、各教科の見方や
考え方を関連付け、物事に取り組む意義や楽しさを
感じられるよう STEAM 教育の視点を取り入れた
活動を推進する。 

４．グローバル化時代に対応する実践的英語力の育成 

① 世界中の多様な価値観を持つ人々と交流し、自分
の考えや日本・京都の魅力を発信できる英語力を育
てるため、小・中・小中・高等学校を通じて英語教
育を充実させる。ALT とのティーム・ティーチン
グによる授業に加え、授業外でも英語副教材やアプ
リを活用した自学自習を促進し、ALT と児童生徒
が関わる機会を設けることで、英語でのコミュニケ
ーションが自然に求められる環境を整える。さらに、
国際交流活動等、子どもたちが「学んだ英語を使っ
て世界とつながる」ことを体験できる機会を創出し、
異文化理解や協働する力を育む。 

② 小学校期においては、英語を用いてコミュニケ
ーションを図る素地・基礎となる資質・能力の育
成を目指す。低学年では本市独自に英語活動を実
施し、外国語学習への動機づけを高める。低・中
学年で、聞くこと、話すこと、高学年ではこれに
加え、読むこと、書くことの充実を図り、中学校
期との円滑な接続を目指す。 

③ 中学校期の外国語科では、授業は英語で行うこと
を基本とする。学習した語彙や表現等を実際に活用
する言語活動を充実させることで、簡単な情報や考
え等を理解したり表現したり伝え合ったりする資
質・能力を育成し、４技能をバランスよく指導・評
価する。また、各校種の学習到達目標を意識した指
導により、小学校期での学びを最大限生かしつつ、
中高の接続を意識した指導を心掛け、外国語科の実
技的側面に焦点を当てて指導する。 

 

 

④ 高等学校期の外国語科では、英語によって自らの
考えや意見を発信・提案するなど、積極的に活用す
る能力を養うとともに、言語活動の充実・高度化に
向けた実践を積み重ねる。また、全学校において
「CAN-DO リスト」の形で設定した学習到達目標
を生徒や保護者に公表するとともに、到達状況を効
果的に把握し、授業計画等を適宜修正できる体制を
確立し、４技能をバランスよく指導・評価する。 

５．発達障害を含む障害のある子ども一人一人
の実態に応じた適切な指導と支援の充実 36 

 
① 普通学級、通級指導教室、育成学級、総合支援学
校においては、一人一人の子どもの障害の状態、特
性、発達の段階、課題等について、「個別の教育支
援計画」「個別の指導計画」等を活用し、十分に子
ども理解を深めたうえで、子どもの姿から目標を
設定し、教科等の目標や内容を踏まえた授業づく
りや状況づくり、支援を行う。その際、カリキュラ
ム・マネジメントの視点を持ち、年間を見通して組
織的かつ計画的に行うよう留意する。 

② 読み書きに支援が必要な子ども、ことばときこ
えに支援が必要な子ども、視覚への支援が必要な
子ども、学習面や社会面でのつまずきがある子ど
も等、子どもの実態を早期に把握し、個別に有効な
教材の使用や指導方法の工夫、ICT をはじめとす
る支援機器・グッズの活用などにより、子どもの実
態に応じた適切な支援を行う。 

６．道徳教育の充実 37 

① 共によりよく生きるために、お互いの生き方や価
値観の違いを認め合うなど、よさを伸ばしつつ、共
通して守るべきものはしっかり身に付けていく、
「しなやかな道徳教育」の実践を推進する。 

② 公共心や公徳心、生命を尊重する心、感謝する心
等の道徳性を育てることをねらいとした活動、自己
や人間としての生き方・在り方についての考えを深
め、確立する活動等を意図的に実施し、そうした力
が子どもの日常の行動に顕在化されるようにする。 

③ 幼稚園においては、教員との信頼関係を礎として
自己調整力や協調性、自尊心などの非認知的能力が
育まれる中、他の幼児との関わりの中で他者の存在
に気づき、相手を尊重する気持ちを持って行動する
など道徳性や規範意識の芽生えを促す。 

④ 小・中・小中学校においては、全教職員による校
内体制を確立し、６月及び１０月を「道徳教育推進
月間」と位置付け、家庭や地域社会との共通理解、
連携を深め、教育活動全体を通じて道徳教育を推進
する。 

 
 
 
 
 

３5政治的教養を育む教育を進めるにあたって     
３6発達の特性等によって困りのある中高生のための指導・支援ガイド（第２版）、個別の指導計画に基づく指導と支援、ひらがな聞き取りテスト 
普通学級に在籍する発達障害の特性がある生徒が学び方を選ぶことができる授業づくり 

３7京都市道徳指導資料集「ゆめいっぱい」（小学校）・「心の旅」（中学校）、道徳教材・指導案集―京都ゆかりの教材を用いて―、 
考え、議論する道徳を目指して、特別の教科道徳評価について 
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⑤ 高等学校においては、道徳教育の方針に基づき、
道徳教育推進教師を中心に各教科等の道徳教育に
おける役割や関連性を検証しながら、全教育活動を
通して道徳教育を推進する。 

⑥ 道徳科においては、体験活動や各教科等とのカリ
キュラム・マネジメントを実施し、多様な実践活動
を生かして、道徳的価値の理解を深める指導の充実
を図る。いじめや情報モラルなどの喫緊の課題のほ
か、環境や人権等 ESD（持続可能な社会づくりの
担い手を育む教育）にかかる様々な課題、国際協調
の精神と平和を維持し築いていく志の涵養の重要
性等 SDGs の視点にも留意する。 

 
７．伝統文化・芸術等を通じ、 

豊かな感性・情操を育む教育の充実 

① 伝統や文化について学ぶことは、その歴史や現代
社会・地域に受け継がれた技術や所作、造形物等を
通じて、知恵や感性、技術、価値観や精神性等、有
形無形の要素への見識を深め、自分たちが生きる現
代との比較や考察を通じて、よりよい未来を創るた
めの子ども自身の行動の土台を培うことにつなが
るとの認識の下、授業や学校生活の中で、子どもが
伝統文化や伝統産業に触れる取組を充実させる。そ
の際には、暮らしに文化が息づく本市の特徴を活か
し、茶道や華道等の取組や古典の日にちなんだ活動
を進める。また、日本の食文化が、地域の食材や四
季の移ろい、節句や年中行事等実生活に根差してい
ることや、自らも伝統と文化を受け継いでいく担い
手であることを実感できる取組を充実させる。 

② 芸術に関する教育においては、楽しさや美しさ、
そのよさを味わう活動を充実させ、生涯にわたって
芸術に主体的に関わっていく力や態度を育む。また、
感性と知識及び技能や生活体験とが相互に作用し
合って、思考力、判断力、表現力を高めることを重
視しながら、創造性と豊かな情操を培う。 

③ 子どもが、乳幼児との触れ合いや、身近な動物・
植物に親しみ、育てることなどの直接的・具体的体
験を通じて命の温もりや尊さを感じたり、また、身
近な自然に対して主体的に働きかけ、自然の偉大さ
と生命との関わりを感じ、考えたりすることを重視
した取組を充実させる。  

④ 自然体験活動や集団宿泊活動を通じて、自然の中
で、これまで触れたことのないものにも触れながら、
その存在を認める経験を積むことで、生命や自然を
尊重する心や他を思いやる優しさ、環境の保全に寄
与する態度の育成を図る３8。 

 

 

 

 
 

８．多様性を理解・包摂する姿勢の涵養 

① 全ての子どもが障害についての理解を深め、互い
を尊重し合う教育を推進する。「交流及び共同学習」
の実施にあたっては、障害の有無にかかわらず、全
ての子どもが目標を持ち、共同で学習する場等を意
図的に設定するなど、計画的・組織的に推進する。 

② 「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目
指す条例」や「心のバリアフリー」等の趣旨も踏ま
え、手話が言語であるとの理解や、点字、ユニバー
サルデザイン等に関する学習を発達段階に応じて
進める 39。 

③ 民族や伝統・文化の多様性や違いを知り、相互の
独自性を尊重し、共に生きる国際協調の精神を培う
活動を実施する。その際、伝統文化や日本のよさも
題材に、留学生、外国籍市民、外国人学校、海外の
学校との学び合いや交流する機会を積極的に設け
る。 

④ 文化・宗教上の理由等で、服装・食事等生活面や、
学校行事への参加等に配慮が必要な子どもには、個
別の事情に応じ、本人や家庭の意向を尊重した対応
に努めるとともに、教職員や周りの子どもも様々な
文化やその背景を理解し、多様性を包摂する風土の
醸成に努める。 

⑤ オリンピック・パラリンピック等も題材に、世界
共通の文化であるスポーツに関する学習を通じ世
界の平和や共生社会の構築の大切さを学ぶ。 

⑥ LGBTQの悩みや困りを抱える子どもへの支援
にあたっては、教職員自身が正しい知識を持ち、子
どもが相談しやすい環境づくりや、個別の事案に
応じて、子どもや保護者の心情等に配慮した組織的
な対応を行う40。 

９．発達支持的生徒指導の推進と規範意識の
醸成 41 

① 深い児童生徒理解に基づき、全ての子どもが、自
発的･主体的に自らを成長･発達させる過程を支え
る、いわゆる「発達支持的生徒指導」を常に念頭に
おいて、全ての子どもが学校に行きたい、学びたい
と感じられる学校風土の醸成を図る。さらに一人一
人の子どもの自己指導能力の獲得のために、あらゆ
る機会において生徒指導の実践上の４つの視点で
ある「自己存在感の感受」「共感的な人間関係の育
成」「自己決定の場の提供」「安全・安心な風土の醸
成」を意識した教育活動を推進する。その実践を通
して、子どもに「自分が誰かの役に立てている」「社
会の役に立っている」との自己効力感を持たせ、あ
らゆる問題行動や不登校の抑止につなげる。 

 

 

 

 

３8長期宿泊自然体験「活動資料集」～野外活動から野外教育へ～、花背山の家 宿泊学習の進め方 

３9心をつなぐ手のことば手話で話そう！、手話ビデオ教材 
４０～思春期の子どもをもつ保護者の皆様へ～「LGBTQ について知っていますか？」 
４１京都市いじめの防止等取組指針、生徒指導ハンドブック、携帯情報通信機器（スマホ等）利用に関わる啓発・学習プログラム、 
学習指導と生徒指導が一体化した授業づくり －授業を通して自己指導能力の獲得を支える－ 
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② 日常の子どもとの関わりにおいて、温かい声かけ、
励まし、賞賛、尊重することを大事にする。授業中
だけでなく、学級活動や児童会・生徒会活動等、あ
らゆる教育活動において子どもの主体的・自発的な
活動を重視するとともに、集団生活や集団活動の楽
しさを実感し、集団の一員としての役割を担い、責
任を果たす中で、自信を培い、自己実現につなげる
指導を進める。 

③ 学校生活を通して、全ての子どもが他の人のよさ
を見つけ、自分のよさに気づき、生き生きと学び、
友人関係を育むことができる魅力ある学校・学級づ
くりを進める。また、不登校傾向の子どもたちも安
心して登校し、学べる校内の居場所づくりに向け、
子どもとの信頼関係をしっかりと築くとともに、校
内委員会を中心として組織的な体制の下で、学校が
一体となって情報共有、共通理解、共通実践を行う。 

④ 自然の中での集団宿泊活動では、基本的な生活習
慣や公衆道徳の経験を積むとともに、日常の環境か
ら離れる中で、集団のルール・秩序を尊重しながら、
自らの役割を認識して他者と協力し、よりよい生活
環境を整えようと行動することを通して、自己存在
感・自己有用感を涵養し、よりよい人間関係を形成
し、協働する力を育む。 

⑤ 日常のあらゆる場面において、子ども自らが考え、
省みて、律する力を育み、支えることが大切である。
他者と関わる中で、道徳心、倫理や法律順守の意識
を育むことで規範意識を醸成する。校則や学校のき
まりにおいては、児童会や生徒会活動を通じて、子
ども自らが意見を出し合い、自分事として考える活
動の場を設け、子どもが決まったルールを自ら進ん
で守るように導いていく。 

10．いじめをはじめとする問題行動への対応４２ 

① いじめは生命または身体に重大な危険を生じさ
せ、子どもの可能性や未来を損なう恐れがあると認
識し、すべての教職員が、いじめ対応における学校
の義務や自校の「学校いじめの防止等基本方針」を
理解し、初動段階から、適切に組織的対応を行う。
そのうえで、子どもたちには、いじめは絶対に許さ
れない行為であることを理解させ、自分の大切さと
ともに他者の大切さを認め、人権意識を高める取組
とともに、その解決の当事者として実践する機会を
設ける取組の充実を図る。 

 

 

 

 

 

② 暴力行為等の問題行動に対しては「社会で許され
ない行為は、学校においても許されない」という姿
勢の下、警察等関係機関と連携し、指導を徹底する。
特に犯罪行為に該当する暴力行為やいじめについ
ては、学校教育法に基づく懲戒や出席停止等の措置
の必要性の検討・教育委員会への相談を含め、毅然
とした対応を行う。また、児童会・生徒会活動等に
よる子どもの主体性の醸成や、非行防止教室の実施
等による情報モラルを含めた規範意識の醸成につ
いて、家庭や関係機関等と緊密に連携し、組織的・
計画的に取り組む。 

③ インターネットを利用した誹謗中傷やいじめ、盗
撮、情報流出、不用意な発信等は、被害の影響が広
範囲で回復が困難であることに留意し、他者を傷つ
けることや犯罪となり得ること、また性的被害等に
遭う危険性、さらには、長時間利用による生活習慣
の乱れなどの問題について、子どもが主体的にその
解決方法を考え、行動できるよう指導する。 

④ 問題行動への対応においては、迅速な初期対応が
最も重要である。何が起こったのか、どういう背景
があったのか正確な事実確認を行い、子どもの気持
ちに寄り添いながら、必要な支援を行うことがすべ
ての事案対応の肝になるため、校内研修等を通じて、
学校組織全体での対応力を高める。暴力行為やいじ
め等が明らかになった場合は、被害を受けた児童生
徒の安全確保を最優先に、心身のケアを直ちに実施
し、安全・安心な学習環境の確保を図る。また、日
頃から家庭・地域（学校運営協議会）、関係機関と
課題を共有し、学校の対応を見える化し、学校への
信頼醸成を図る。 

⑤ 子どもの状況や学級実態を的確に把握のうえ、ス
クールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
等の専門職との連携や、クラスマネジメントシート
の活用を行う。また、SNS 等を活用した相談窓口の
周知を進める。 

 
１１．運動やスポーツの実践と体力の向上 

① 運動する子どもとしない子どもの二極化の傾向
が続く中、運動やスポーツに親しむ気運を高め、生
涯にわたって運動やスポーツを豊かに実践できる
よう、体育学習や運動部活動はもとより、休み時間
や放課後を活用した外遊び等、教育課程全体を通し
て、全ての子どもが楽しみながら運動に触れる機会
を積極的に設ける。その際には、体を動かすことが、
情緒面や知的な発達を促し、集団的活動や身体表現
等を通じて、コミュニケーション能力や論理的思考
力を育むことも踏まえ、心と体を一体として捉えた
指導を行うことにより、明るく豊かな生活を営む態
度を育てる。 

 

 

 

 

４２生徒指導の三機能チェックリスト、クラスマネジメントシート実施の手引 、心の居場所づくりハンドブック、 
心の居場所づくりハンドブック 別冊～ICT を活用した居場所づくりに向けて～、こころとからだのアンケート、 
京都市いじめの防止等取組指針、長期宿泊自然体験「活動資料集」～野外活動から野外教育へ～、花背山の家 宿泊学習の進め方  
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② 体育学習や部活動の実施にあたっては、組織的・
計画的な安全管理・健康管理を徹底する４３。また、
部活動の運営にあたっては、文化部・運動部を問わ
ず、各校種のガイドライン等に基づき、適切な休養
日や活動時間を設け、安全で、より充実した活動と
なるよう学校全体で取組を進める４４。 

③ 令和１０年度からの中学校部活動の地域展開に
向けて、地域のスポーツクラブや民間団体（地元企
業）、大学等との一層の連携や、地域への学校体育
施設の積極的な開放を進めるとともに、近隣校との
複数校合同部活動の実施や拠点校方式への参画な
ど、持続可能な体制確保も含めた部活動改革を行う
4５。 

④ 幼稚園期においては、様々な遊びの中で、興味、
関心、能力に応じて、全身を使って活動する楽しさ
や爽快感を十分に体験させ、自ら体を動かそうとす
る意欲を育てる。 

⑤ 小学校期以降においては、学習したことを実生活
において生かすことを重視し、自ら進んで運動やス
ポーツに親しむ資質や能力を身に付けられるよう、
校種間の接続及び発達の段階を意識した指導を行
う。 

⑥ 各学校においては、子どもの体力や運動習慣等に
おける特徴と課題を「京都市新体力テスト」も活用
しつつ明確にし、家庭や地域との連携を図りながら、
体力及び運動能力の維持向上に向けた特色ある取
組を推進する。 

12．保健教育の充実 4６ 

① 生涯を通じて自らの健康を適切に管理していく
力を育成するため、発達の段階に応じて系統性のあ
る指導ができるよう、指導内容の体系化を図り、自
身の健康を保持・増進しようとする意識と実践的態
度を育てる。 

② 食事、運動、休養・睡眠の調和のとれた生活習慣
の習得が、心身の健やかな成長や健康の保持増進に
つながることを理解させる。また、保護者の協力も
得ながら「早寝・早起き・朝ごはん」等の生活習慣
を自ら実践する力を育てる取組を充実する。 

③ 性に関する基本的事項を理解し、適切な意思決定
や主体的な行動選択ができるよう、エイズや性感染
症、望まない妊娠などの課題に対応するとともに、
性暴力・性犯罪の当事者にならないため、発達段階
を踏まえた指導を行う。その際には、内容や計画に
ついて学校全体で共通理解を図るとともに、保護者
の理解を得ながら丁寧に進める。また、学習を実施
する場合には、発達段階、指導の目的や内容、取扱
いの方法等について十分に配慮して行う。 

 

 

 

 

13．飲酒・喫煙・薬物に関する指導 4７ 

① 飲酒、喫煙、薬物、医薬品の過剰摂取（いわゆる
オーバードーズ）等の有害性・危険性を正しく理解
し、生涯にわたっての行動に結び付くよう、体育・
保健体育、道徳科、特別活動等での関連した指導や
薬物乱用防止教室の実施等を徹底する。 

② 違法薬物が、大人の目の届かないところで、「子
ども一人一人の身近に迫っている」という強い危
機意識を教職員・保護者・地域が共有し、学校組
織全体での計画的な薬物乱用防止教育を推進する。
所持・譲渡等が違法行為であることはもとより、
一回の使用が常習性を招き、自らの心、体、生命
を脅かすだけでなく、家族や友人等の人生を狂わ
せることを理解させ、薬物を勧められても子ども
にその一線を越えさせない、薬物を拒絶する規範
意識の向上を図る。 

14．安全教育の充実４８ 

① 生涯を通じて安全で活力のある生活を送るため
に、「生活安全」「交通安全」「災害安全」の３つの
領域について、学校安全計画に基づき、学校教育活
動全体を通じて計画的に指導を行う。 

② 登下校中、休日も含めた災害や事件・事故など緊
急時に適切に対応できるよう危機管理マニュアル
に基づく研修や訓練を地域・関係機関とも連携し計
画的に行う。また、子どもの引渡し方法等、具体的
な対応について各家庭と共通理解を図っておく。 

③ 学校・家庭・地域が連携した通学路の安全対策、
犯罪や事故の抑止に向けた取組、防災・避難訓練等
への子どもの参画を促進するなど、地域における人
と人とのつながりを重視した取組を通して、「安心
で安全なまちづくり」の担い手としての自覚を高め
る。 

④ 子ども自身が学校や地域において危険を予測し、
回避する力及び危機に際し適切に行動できる力を
育成し、交通事故や水難事故、熱中症、転落事故等、
日常生活の様々な危険から自分を守ることができ
るよう、計画的に安全教育の取組を推進する。 

⑤ 校外活動時、特に海・山・河川等での野外活動に
際しては現地下見を十分に行い、安心・安全な活動
が行えるように努める。 

⑥ ヘルメットの着用を含む交通ルールを遵守した
自転車の安全な乗り方に関する指導を徹底する。ま
た、自転車事故に伴う責任や当事者及びその家族等
への影響についての理解を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４３HANA モデル 

４４小学校における水泳指導の手引、小学校の水泳指導における安全管理指針、小学校部活動（運動部）運営の手引、 
京都市立小学校運動部活動等ガイドライン、京都市立中学校部活動ガイドライン、京都市立高等学校部活動ガイドライン 

４５京都市学校部活動及び地域クラブ活動推進方針 
４６学校保健の手引、性に関する諸課題について～児童生徒を取り巻く現状と基本的な対応に関する参考資料～、 
学校における「性に関する指導」＜参考資料＞ 

４７薬物乱用防止教室実施に向けての指導資料、薬物乱用防止教育スタンダード 
４８学校安全の手引 （小学校、中学校）、安全ノート（1・2 年指導用、3・4 年指導用、5・6 年指導用、中学校教師用）、 
京都市立学校防災マニュアル作成指針 
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15．食に関する指導の推進 4９ 

① 食は子どもたちの心身の健康を支える重要な要
素であり、各教科担当と栄養教諭等が連携し、食に
関する単元と結びつけた食育の推進を通じて、子ど
もたちが自ら適切な食を選ぶ力や、食や人への感謝
の心を育む。 

② 肥満・やせ、食物アレルギーや偏食に関する健康
上の諸課題は多様化しており、学級担任だけでなく
栄養教諭やスクールカウンセラーなどの専門職と
連携し、保護者の信頼を得られる関係を構築しなが
ら、改善に向けた計画・提案を行う個別の指導に取
り組む。 

③ 和食文化をはじめ、家庭・地域、学識経験者等と連携
した伝統的食文化の継承や「地産地消（知産知消）」、
食品ロスに関する学びなど、各校の特色ある取組を
推進することにより、食育の充実を図る。 

④ 「京都市立小学校における食物アレルギー対応の
手引」等による研修の機会を充実させ、全教職員が
食物アレルギー・アナフィラキシーに対する正しい
知識に基づいた適切な対応がとれるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４９リーフレット「規則正しい食生活で未来を切り拓こう！」、日本料理に学ぶ食育カリキュラム指導資料集、小学校給食の手引き、 
京都市立小学校における食物アレルギー対応の手引、小学校給食衛生管理マニュアル、 
「京都市選択制中学校給食」パンフレット・給食予約システム「ご利用案内」、 
令和元年度「中学校給食の充実及び食育の推進に関する実態調査」、全員制中学校給食の実施に向けた検討状況、 
学校全体で取り組む食育の推進、視野の広い食選力を育む食育の在り方 
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関連資料等一覧 
 「学校教育の重点」の記載内容に関連する主な資料等をまとめました。SMART PORTAL 及び光京都イントラネットか
ら資料を閲覧できますので、御活用ください。 

■スマートポータルにログインした状態でクリックすると、該当ページが開きます。 
▲小・中・義へ配布。紙媒体のみ。 

掲載頁 No 資料等の名称 

    教育課程指導計画（京都市スタンダード）  

    京都市立幼稚園教育課程編成要領・京都市立小学校教育課程編成要領・京都市立中学校教育課程編成要領  

    京都市立高等学校教育課程編成要領  

    京都市立総合支援学校教育課程編成要領  

    京都市立小学校・中学校・小中学校育成学級教育課程編成の手引き（令和２年度版）  

    京都市環境教育スタンダード・ガイドライン  

    ≪学校における≫人権教育をすすめるにあたって 

2・18 1・43 HANA モデル  

2 2 学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き  

2 3 デジタル・シティズンシップ教育の手引■  

2 4 京都市防災教育スタンダード  

2・19 4・48 京都市立学校防災マニュアル作成指針  

3・17 5・40 ～思春期の子どもをもつ保護者の皆様へ～「LGBTQ について知っていますか？」 

3 6 授業・学級・学校づくりのユニバーサルデザインチェック表（小学校）（中学校）  

3 6 「困りのある」生徒への具体的支援ヒントブック 

3・18 7・42 心の居場所づくりハンドブック  

3・18 7・42 心の居場所づくりハンドブック 別冊～ICT を活用した居場所づくりに向けて～ 

3・18 7・42 こころとからだのアンケート  

3 7 不登校児童生徒への一人一人に寄り添ったチーム支援に向けて  

3 8 フリースクール等民間団体に関する情報  

3 8 校内サポートルームの充実に向けて  

4 9 障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領  

4 9 「障害のある子どもたちのよりよい就学先を求めて～京都市の就学相談～」リーフレット  

4 9 「～障害のある子どもたちの『はぐくみ』を支える～育（はぐくみ）支援センター」リーフレット  

4 9 知ってほしい！「高校通級特別支援チーム」リーフレット  

4 9 京都市高校生サポート  

4 9 就学支援シート  

4 9 動画「京都市の就学相談」  

4 9 障害のある子どもたちと障害のない子どもたちとの「交流及び共同学習」の推進のために  

4 10 長期入院療養中の高校生の学習継続に関するガイドブック  

4 11 日本語指導の手引 

4 11 日本語初期集中指導教室「わかば」受入れの手引 

4 11 日本語を母語としない生徒や保護者のための多言語進路ガイダンス  

4 11 日本語を母語としない保護者のための「小学校生活スタートガイド」  

5 12 学校・幼稚園における働き方改革推進方針  

5 12 京都市教員等の資質の向上に関する指標  

5 12 京都市 OJT 実践ガイドライン■  

5 12 ＫＹＯＴＯ×教育ＤＸビジョン Ver1.2  

5 12 専門家としての教師の学びと成長の一考察 －対話を通じて自律性と創造性を育む PLC 型学校組織の開発■  

5 12 「学び続ける教師」を育む、学び合い高め合える教職員組織づくり －日常的な取組の意識化、最適化、活性化－■  

6 13 京都はぐくみ憲章「行動指針」  

6 14 京都市学校評価ガイドライン［第３版］  

6 14 カリキュラム・マネジメント  

6 15 子どもを共に育む「親支援」プログラム  

6 15 児童館・学童保育所について  

6 16 放課後まなび教室のねらいと充実に向けて  

6 16 あつまれ！京（みやこ）わくわくのトビラ  

6 16 青少年活動センターについて  

7・10・15 17・25・31 京都市 幼保小の架け橋プログラム手引き及び概要版、スタートカリキュラムの手引き  

7 18 京都市小中一貫教育ガイドライン（試案）  

7 19 京都市立高等学校スクール・ミッション  

7・16 20・36 発達の特性等によって困りのある中高生のための指導・支援ガイド（第２版）  

7 21 生き方探究パスポート活用・指導の手引■  

7 21 生き方探究教育（キャリア教育）に関する資料  

7 21 「生き方探究・チャレンジ体験」の手引  

7 21 「生き方探究教育」教材・プログラム 

7 21 「京都モノづくりの殿堂・工房学習」指導資料集 

7 21 京都モノづくりの殿堂デジタル版 

7 21 「わくわく WORK LAND」指導資料集  

7 21 「ジョイ JOB LAND」指導資料集 

参考資料 

http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/index-standard.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/index-sidoyoryo.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000260372.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/sogoikusei/3-1kyoikukatei.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/sogoikusei/3-1kyoikukatei.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/index-standard.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000252156.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000304616.html
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https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000289448.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/sogoikusei/2-4yunibasaru.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/sogoikusei/3-7hintbook/hintbook.pdf
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/jimu/seitoshido/siryo_s/tokosien_hb.html
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/jimu/seitoshido/data/R5.3%e5%bf%83%e3%81%ae%e5%b1%85%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%88%e5%88%a5%e5%86%8a%ef%bc%89%e6%94%b9%e8%a8%82%e7%89%88.xdw
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/jimu/patona/
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/jimu/seitoshido/siryo_s/tokosien_hb.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000332077.html
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/jimu/seitoshido/siryo_s/seitosidoukahako_s.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000192671.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000303956.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000303956.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/sogoikusei/2-5koukou.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/sogoikusei/2-5koukou.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/sogoikusei/2-3-1shiensheet.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000297040.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000196817.html
https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/files/400701/doc/145377/4761511.pdf
http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/25nihonngosiryou/tokubetunokyouikukatei%20nihonngo%20siryou.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/25nihonngosiryou/nihongo%20siryousyu.htm
http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/25nihonngosiryou/nihongo%20siryousyu.htm
http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/23nihonngosiryou/statogaido/syougakkouseikatusutatogaido.xdw
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000286715.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000237129.html
https://skc-cms.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/multidatabases/multidatabase_contents/detail/2754/8a5e3688e889092f9f5487e901fa3afa?frame_id=5069
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000309842.html
https://skc-cms.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/multidatabases/multidatabase_contents/search/2753?frame_id=5059&keywords=%09%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%95%99%E5%B8%AB%E3%81%AE%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%81%A8%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%80%83%E5%AF%9F+%EF%BC%8D%E5%AF%BE%E8%A9%B1%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81%A6%E8%87%AA%E5%BE%8B%E6%80%A7%E3%81%A8%E5%89%B5%E9%80%A0%E6%80%A7%E3%82%92%E8%82%B2%E3%82%80PLC%E5%9E%8B%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%EF%BC%8D&type=and&create_user=&start_dt=&end_dt=&status=0&sort=0&_NetCommonsTime=Asia%2FTokyo&_NetCommonsTime=MultidatabaseContentSearch.start_dt%2CMultidatabaseContentSearch.end_dt
https://skc-cms.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/multidatabases/multidatabase_contents/search/2753?frame_id=5059&keywords=%E3%80%8C%E5%AD%A6%E3%81%B3%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%95%99%E5%B8%AB%E3%80%8D%E3%82%92%E8%82%B2%E3%82%80%E3%80%81%E5%AD%A6%E3%81%B3%E5%90%88%E3%81%84%E9%AB%98%E3%82%81%E5%90%88%E3%81%88%E3%82%8B%E6%95%99%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A+%EF%BC%8D%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8F%96%E7%B5%84%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98%E5%8C%96%E3%80%81%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%E3%80%81%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%EF%BC%8D&type=and&create_user=&start_dt=&end_dt=&status=0&sort=0&_NetCommonsTime=Asia%2FTokyo&_NetCommonsTime=MultidatabaseContentSearch.start_dt%2CMultidatabaseContentSearch.end_dt
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000342757.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000258954.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/curriculum.pdf
https://www.city.kyoto.lg.jp/menu6/category/206-6-1-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000032935.html
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https://wakutobi.city.kyoto.lg.jp/
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000314992.html
http://web.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/index-yousyorenkei.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000148269.html
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https://skc-cms.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/community/everyone/page_20210524101657/page_20220218055802
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/scfp/career%20edu%202/newpage2.html
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/scfp/ikichare/ikichare%20index.files/ikichare_D.html
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/scfp/
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/scfp/mono/mono_index.html
https://www.edu.city.kyoto.jp/scfp/dendo/index.html
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/scfp/workland/workland_index.html
http://jimu.edu.city.kyoto.jp/scfp/JoyJobLand/joyjobland_index.html
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掲載頁 No 資料等の名称 
7 21 京都モノづくりものがたり ビジュアル版  

7 21 漫画 京都モノづくり列伝  

7 21 自己肯定感を高めるキャリア教育■  

7 21 活動のプロセスに注目し、成長を実感する生徒の育成を目指すキャリア教育■  

8 22 子ども・子育てに関する情報・相談窓口  

8 23 はぐくーも KYOTO 

10・15 24・29 未来につながる力を育む京都市立幼稚園  

10 24 幼稚園版家庭教育の手引き「家庭と園で育もう」 

10 26 読書ノート「親子で絵本！」  

11 27 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて【試案】  

11 27 「算数科・数学科における 課題を選択し自立的に学び合う授業の提案」■  

11 27 「学ぶ意味を実感できる社会科を目指して」■  

11 27 「学びに向かう力を育む外国語教育の一方策」■ 

11・15 27・30 総合的な学習の時間のすすめ  

11 27 一人一人の探究的な学習の充実 －総合的な学習の時間における、「チャレンジロード学習」－■  

11 28 自学自習のすすめ 

11 28 家庭学習と授業の相互で目指す 学習を自己調整する力の育成  

15 30 子どもたちの学力向上をめざして、学びのコンパス  

15 32 京都市理科観察実験支援事業報告書、いきいき理科大好き推進校実践事例報告書 

15 33 読書ノート・学校図書館活用ノート  

15 33 京都市子どもの読書活動推進のための取組指針  

15 33 ブックリスト「本のもり」  
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京都市教育委員会 指導部 学校指導課
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 北庁舎7階
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